
名古屋市職員《公衆衛生医師》採用選考案内 

令和８年７月・名古屋市健康福祉局 
 

 保健センター等に勤務する公衆衛生医師の採用選考を次のとおり実施します。 

 
１ 職務内容 

  保健センター等における公衆衛生医師の業務 
 
２ 採用予定日 

  採用日は、原則として令和９年４月１日です。 
  ただし、公務の運営の必要等により、採用日を令和８年度とすることがあります。 
 
３ 募集人数 

  若干名 
 
４ 応募資格 

  次のすべての要件を満たすことが必要です。 

（１）昭和３７年４月２日以降に生まれた方で、医師免許取得者。ただし、平成１６年４月以降に

医師免許を取得した方にあっては、臨床研修を修了した方（見込みを含む。） 
（２）次のいずれかにも該当しない方 
  ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの方 
  イ 名古屋市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 
  ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方 
  エ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている方（心神耗弱を原因と

するもの以外） 
 
５ 選考試験 

  論文試験 
  面接試験 
 
６ 応募手続 

  応募は、原則インターネットに限ります。 

  ただし、やむを得ない事情によりインターネットでの申込ができない方は、健康福祉局職員課

（052-972-2505）までご連絡ください。ご事情を確認させていただいた上で、代替の申込方法を

ご案内いたします。 

  なお、応募にあたっては、インターネットに接続できるパソコン又はスマートフォン、電子メ

ールアドレスが必要となります。 



 
（１）応募期間 

令和８年７月１日（水）から令和８年８月２０日（木）まで 
※ 上記期間に応募手続きが完了したもののみを有効とします。 

※ 使用されるパソコン等や通信回線上の障害などによるトラブルについては一切責任を

負いかねますので、期限に余裕をもって応募してください。 

 
（２）応募方法 
   次の手順に従って応募手続きをしてください。 

  ア 次の書類等を用意します。 

    （応募の際に書類等のデータをアップロードしていただきます。） 

    ・論文（論文試験） 

     テーマは「保健センターに勤務する公衆衛生医師として求められる役割について」とし、

応募の動機にも触れてください。様式は問いませんが、Ａ４判用紙を縦長に使用し、横書

きで 2,000 字以内とします。なお、様式は名古屋市ホームページ（https://www.city.nag

oya.jp/shisei/saiyou/1004301/1004367/1004372.html）からもダウンロードすることが

できます。 

    ・医師免許証 

    ・顔写真 

     ６か月以内に撮影した脱帽、正面の顔写真のデータ。ご自分でカメラ等を用い撮影した

ものでも構いません。 

  イ 名古屋市電子申請サービス（https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya）にアクセスします。 

  ウ キーワード検索で「公衆衛生医師採用選考」と検索します。 

    表示された項目の中から、本採用選考（公衆衛生医師採用 

選考）を選択します。 

    上記方法の代わりに、右記の二次元コードをスマートフォン 
のカメラ機能等を用い読み取ることにより、直接採用選考申込 
ページにアクセスすることができます。 

  エ 順次画面の指示に従い申込を行ってください。 

  オ 申込完了をお知らせする電子メールが届きましたら、応募手続き完了です。 

 

７ 試験日程 

  応募期間が終了した後、面接試験の日程等を調整いたします。（日程調整の連絡は、電子メール

で行います。） 
 
 
 
 

https://www.city.nag
https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya


 
８ 試験成績の開示  

  試験の成績については、名古屋市個人情報保護条例第３１条の規定に基づき、口頭で開示を請

求することができます。開示は、閲覧により行います。 

請求できる人 開示内容 請求期間 請求方法 

不合格者 

・総合順位 

・総合得点 

・合格点 

試験の結果発表当日からその

翌月同日まで（ただし、最終

日が閉庁日の場合は、次の開

庁日まで）の 

  ９:００～１２:００ 

 １３:００～１７:００ 

(土・日・祝休日を除く。) 

健康福祉局職員課において、

受験者本人が次の(1)及び(2)

を提示して口頭で申し出てく

ださい。 

(1) 運転免許証、学生証等の

本人確認書類 

 （写真のあるもの） 

(2) 受験票（日程通知で可） 

 ※ 開示請求は受験者本人による市役所（中区三の丸三丁目1-1）への来庁が必要です。 
   また、電話・郵便等による請求は受け付けておりません。 
 ※ 必要提示書類（写真付の身分証明書）に不足がある場合は開示できません。 
 ※ 来庁の際は公共交通機関をご利用ください。（自家用車での来庁はご遠慮ください。） 
 

９ 初任給 

  医師資格取得後、継続して医師として勤務した場合のモデルです。（令和８年４月１日現在） 

採用時年齢 ３０歳 ３５歳 ４０歳 

初任給 約６７７，０００円 約７５８，０００円 約８６１，０００円 

 ※ 上記の初任給は、給料月額に地域手当等を加えたモデル額です。 
 ※ 上記のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末・勤勉手当等の諸手当がそれぞれの支給

要件に応じて支給されます。 
 ※ 採用されるまでに条例等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 
 
10 休暇など 

  週休２日制、年次有給休暇２０日（年度途中採用の場合を除く。）、夏期休暇５日（年度途中採

用の場合を除く。）、結婚休暇５日、産前産後休暇各８週間 等（令和８年４月１日現在） 
 
11 最終合格から採用まで 

（１）受験資格がないことや受験申込書類に不正があることが判明した場合などには、採用されな

いことがあります。 
（２）日本国籍を有しない方で、採用日において法令により永住が認められていない方は、採用さ

れません。 
 
 
 



 

12 日本国籍を有しない方の採用後の配置等 

  日本国籍を有しない方の採用後の配置、異動、昇任などは、「公権力の行使」又は「公の意思の

形成への参画」に携わる公務員となるためには日本国籍が必要であるという「公務員に関する基

本原則」を踏まえ、次の①及び②に該当しない範囲で行われます。その基準は、本市の「日本国

籍を有しない職員の任用上の取扱いに関する規程」等に定められています。 
  ① 公権力の行使に該当する職務を行う所属 
    （例）保健福祉センター保健予防課 等 
  ② 公の意思の形成への参画に携わる職 
    代決権を有する、原則としてラインの課長級以上の職が該当します。 
 
 
 
 
 【照会先】 名古屋市健康福祉局職員課 

  〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号（市役所本庁舎２階） 

  Mail：a2505@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 

  Tel ：０５２－９７２－２５０５   Fax ：０５２－９７２－４１４５ 

mailto:a2505@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

